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「公認団体認定願」を提出する

〔提出時期〕

2026年4月1日(水)～4月15日(水)

〔提出書類〕

①公認団体認定願

②設立準備団体活動報告書

③顧問就任承諾書

④部員名簿

⑤団体規約

公認団体として認定されず公認団体として認定

「設立準備団体登録申請書」を提出する

〔提出時期〕

2025年4月1日(火)～4月30日(水)
〔提出書類〕

①設立準備団体登録申請書

②部員名簿

③活動実績報告用紙

公認団体を設立したい

「中間活動報告書」を提出

〔提出時期〕

2025年10月1日(水)～10月31日(金)

公認団体認定の条件

① 過去1年間以上、活動が健全に行われていること

②専任教員の顧問がいること

③ 2学年以上にわたり、8名以上の部員がいること

④ 団体の規約が制定されていること

つまり、やるべきことは...

① 活動実績を積む

②専任教員へ顧問就任を依頼する

③ 部員を集める

④団体の規約を定める

次年度以降に

再度設立準備団体登録申請が可能

任意団体として活動
設立準備団体の登録申請から再スタート

当該年度の申請が可能

❢注意事項❢

以下のような団体は、設立準備団体として承認ができません。

①特定の宗教の勧誘を目的とした団体

②本部組織が外部にあり、その「支部」としての機能が見込まれる団体 （※特別な事情があると判断される場合を除く。）

③特定の政治的な団体の勧誘を目的とした団体

④ イベントやパーティのみを活動内容としている団体

⑤ 男女の出会いを主目的としている団体

⑥ 学内の遵守事項に違反する団体

上記に当てはまらないサークルでも、目的・内容により設立準備団体として承認しないことがあります。


